
国内法の整備

障害者権利条約批准と国内法整備から、「手話言語法」の制定へ

第２条 手話＝言語

第２１条 意思疎通
（自由とアクセス）

第２２条 意思疎通
（プライバシー）

第２４条 教育

2006年12月 国連承認
日本政府 批准

（2014年1月）
日本政府 署名
（2007年9月）

第９条 手話通訳

第３０条 文化
（手話 ろう文化）

情報・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
保障法

手話言語法

豊かな言語社会へ 豊かなｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ社会へ

改正障害者基本法（2011年8月5日施行）
障害者総合支援法（2013年4月1日施行）
障害者差別解消法（2016年4月1日施行）

参考：韓国・フィリピンでは国連の勧告
により手話言語法を制定
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資料１－参考資料



多様な社会

多様な言語多様な文化

社会モデル

・「健聴者、聴者、聴覚
障害者」から「聞こえる
人、聞こえにくい人、聞
こえない人、難聴者、中
途失聴者、ろう者」へ

「手話」から

「手話言語」の時代へ

ろう文化・手話言
語文化の普及、
発展を！

障害のない人に合わせる、
障害のある人を排除する
社会から、障害のある人も
ない人も共に暮らせる地
域社会を創る社会へ！



「障害者 情報・コミュニケーション保障法」 と 「手話言語法」

手話言語
の獲得

（手話を獲得する）

手話言語
の習得
（手話を学ぶ）

手話言語
の使用
（手話を使う）

手話言語
での習得
（手話で学ぶ）

手話言語の
普及・保存
（手話を守る）
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情報アクセス

コミュニケー
ション手段の
選択

音声言語
(日本語）

へのアクセス

音声言語
（日本語）の
選択

日本語の獲得

日本語の習得

日本語の使用

手 話

指文字

指点字

点 字

文字（墨字）

国立国語研究所等

触手話

手話言語
へのアクセス

手話言語の
選択
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権利 書く

権利
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権利

聞く
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放送
通信
交通
建物利用

災害防災
映像文化
活字文化
地域社会

医療・保健・
介護
教育・療育
労働・雇用
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（住まい）
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政治参加
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実
現

障害者情報アクセシビリティ
・コミュニケーション保障法

ろう者・難聴者・中途失聴者・盲者・弱視者・知的
障害者・精神障害者・発達障害者等の情報アク
セス保障やコミュニケーション手段の選択の機会
保障

手話言語法

放送
通信
交通
建物利用

災害防災
映像文化
手話文化
地域社会

医療・保健・
介護
教育・療育
労働・雇用
住居

（住まい）
相談
スポーツ
芸術

政治参加
司法
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⼿話⾔語
を獲得

⼿話⾔語
で学ぶ

⼿話⾔語
を学ぶ

⼿話⾔語
を使う

⼿話⾔語
を守る
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情報・コミュニケーション条例と
手話言語条例の違い

・情報の受け取りと発信の
機会の保障

・コミュニケーション手段の
選択権

・言語の選択権
（手話言語）

コミュニケーションバリア・情報
バリアを抱えるすべての障害者
が対象

手話を使用するろう者及びすべて
の人が対象

5

・手話言語の発展
（研究と保存）

＜手話言語条例＞＜情報・コミュニケーション条例＞



⼿話⾔語の記述について

障害者権利条約から

第⼆条 定義
「⾔語」とは、⾳声⾔語及び⼿話その他の⾮⾳
声⾔語をいう。

障害者基本法から

第三条 3項
全て障害者は、可能な限り、⾔語（⼿話を含
む。）その他の意思疎通のための⼿段について
の選択の機会が確保されるとともに、情報の取
得⼜は利⽤のための⼿段についての選択の機会
が拡⼤が図られること。

【⽬的】
この条例は、⼿話が⾔語であるとの認識に基づき、
⼿話の普及に関し基本理念を定め、県、市町村、県
⺠及び事業者の責務及び役割を明らかにするととも
に、⼿話の普及のための施策の総合的かつ計画的な
推進に必要な基本的事項を定め、もってろう者とろ
う者以外の者が共⽣することのできる地域社会を実
現することを⽬的とする。

【⼿話の意義】
⼿話は、独⾃の⾔語体系を有する⽂化的所産であっ
て、ろう者が知的で⼼豊かな社会⽣活を営むために
⼤切に受け継いできたものであることを理解しなけ
ればならない。

⿃取県⼿話⾔語条例

神奈川県⼿話⾔語条例

（基本理念）
⼿話の普及等は、⼿話が、独⾃の⾔語体系を有す
る⽂化的所産であって、ろう者が知的で⼼豊かな
⽇常⽣活⼜は社会⽣活を営むために⼤切に受け継
いできたものであり、ろう者とろう者以外の者が
相互にその⼈格と個性を尊重し合いながら共⽣す
ることのできる地域社会の実現のための意思疎通
及び情報の取得⼜は利⽤の⼿段として必要な⾔語
であることについての県⺠の理解の下に、推進さ
れなければならない。

【⼿話の意義】
⼿話は、ろう者が⾃ら⽣活を営むために使⽤してい
る独⾃の体系を持つ⾔語であって、豊かな⼈間性を
涵(かん)養し、及び知的かつ⼼豊かな⽣活を送るた
めの⾔語活動の⽂化的所産であると理解するものと
する。

群⾺県⼿話⾔語条例

【⽯狩市⼿話に関する基本条例】
⼿話は、⾳声⾔語である⽇本語と異なる⾔語であ
り、⽿が聞こえない、聞こえづらいろう者が、物
事を考え会話をする時に使うものとして育まれて
きた。

【松阪市⼿と⼿でハートをつなぐ⼿話条例】
⼿話は、⼿指や体の動き、表情を使って視覚的に
表現する⾔語です。

【郡⼭市⼿話⾔語条例】
⼈間は、⾔語によって⾃分の思いや考えを伝え、
社会⽣活を営んできました。⼿話はろう者が⼿指
の動きや表情などを使って、概念や意思を視覚的
に表現する⾔語です。

【神⼾市みんなの⼿話⾔語条例】
⼿話は， ⼿指や体の動き， 表情を使って視覚的に
表現する⾔語として， ろう者にとって豊かな社会
⽣活を営むために⼤切に受け継がれてきたもので
す。

全国の市⼿話⾔語条例

ドン・マッケイ（国連特別委員会議⻑）

障害者権利条約に関する審議のなかで、聴覚障
害のある⽅々にとって⼿話がこの上もなく重要
なものであること、また⼿話が⾔語としてかけ
がえのない役割を担うものであることは、明確
に認識されております。



⼿話を⾔語として
記述した事例等

⼿話⾔語は視覚的⾝振り⾔語であり、⾳声⾔語は
聴覚的発声⾔語である。 （The MIT 
Encyclopedia of cognitive Sciences）

⼿話⾔語とは、ろう者間またはろう者と健聴者間
に使⽤される、⾮⾳声の、⼿指の動きを中⼼とし
た⾝振りの⼀定の体系に基づいた⾔語である。
（⾔語学⼤辞典︓三省堂）

ろう者を対象としたｆMRI研究では、「⽂法処理」が⾳
声⾔語だけでなく⼿話の統語処理でも必要とされる明確
な証拠がある。

脳科学者 酒井邦嘉（東京⼤学⼤学院教授）

⼿話は⼈間のもう⼀つの⾔葉であり、⼈間の証明なの
です。⾔語学者による⼿話研究も進み、⼿話の⾔語学
特質も徐々に、明らかにされています。⼿話は⾃⼰を
適切に、そして⾼度な知的、情緒的活動を⼗分に表現
しうる⾔語組織をもっていると考えられます。
⾔語学者 本名信⾏（⻘⼭学院⼤学名誉教授）

聴覚障害者の教育では健聴者と同じ内容を習得させる
ばかりでなく、聴覚障害者であるが故に学ばなければ
ならぬ内容もあり、その代表が⼿話⾔語の学習です。
教育学者 ⼩畑修⼀（国⽴⼤学法⼈筑波技術⼤学名

誉教授、元筑波技術短期⼤学⻑）

「ことば」には、聴覚を介して習得する聴覚⾔語と、⼿
話のように視覚を介して習得する視覚⾔語がある。

医学者 ⽥中美郷（帝京⼤学名誉教授）

世界と⽇本の⾔語学辞典から

脳科学の⽴場から

国語辞典から（⼿話の記述）
【⼤辞林】 聴覚障害者の⾔語。⾳声⾔語とは異
なる⽂法をもつ。

【三省堂国語辞典】 ⽿の不⾃由な⼈が決まった
⼿ぶりや表情などで話をするための⾔語。

【⽇本国語⼤辞典】 ⾔語の表現様式の⼀つ。

【広辞苑】 ろう者によって⽤いられる、⼿の形、
動き、位置などによって意味を伝える⾔語。

国⽴特別⽀援教育総合研究所

⼿話は聞こえない⼈々のコミュニケーションの中で⽣
まれ、発展してきた⾔語であり、コミュニケーション
⼿段です。

⾔語学の⽴場から

医学の⽴場から

教育学の⽴場から

⼿話を⾔語学的に研究、またはしている団体、
研究会、⾼等教育機関、セミナー等（⽇本）

⽇本⼿話学会、全国⼿話研修センター⽇本⼿話研究所、
国⽴⺠族学博物館、国⽴情報学研究所、東京⼤学、⼀橋
⼤学、⽇本社会事業⼤学、桜美林⼤学、慶応⼤学、筑波
技術⼤学等多数

⼿話を⾔語学的に研究している団体、研究会、
⾼等教育機関、セミナー等（海外）

国際⼿話学会、ギャローデッド⼤学、ハンブルグ⼤学、
ロンドン⼤学、セントラル・ランカシャー⼤学、⾹港
中⽂⼤学、ラドバウド⼤学（オランダ）、ジョージタ
ウン⼤学、マッコリー⼤学（オーストリア）等

⼿話を⾔語として規定している国

【憲法】オーストリア、フインランド、
ハンガリー、ポルトガル、ケニア、ウガンダ

【⼿話⾔語法】 ベルギー、ニュージーランド、
キプロス、チェコ、エストニア、ハンガリー、
ラトビア、スロバキア、スロベニア、
スペイン、スエーデン



鳥取県手話言語条例に関連した取組

○ 条例の普及
条例を紹介するテレビＣＭ、リーフレット、ＤＶＤ 等
→ 条例の趣旨とともに、手話の歴史やろう者の実態等を普及

○ 学校での手話の普及、環境整備
全ての児童生徒へ学習教材配布、聾学校教職員への手話学習支援 等
→ 手話学習と手話･ろう者への理解、ろう児の教育環境改善

○ 県民への手話の普及
県民向け手話講座、手話学習ＤＶＤ、手話動画、事業所内手話学習支援 等
→ 手話への関心を高め、手話に触れ、手話を学ぶ機会の創出

○ 手話を使いやすい環境整備
遠隔手話通訳ｻｰﾋﾞｽ、手話通訳者の養成強化･処遇改善、聴覚障がい者ｾﾝﾀｰ等
→ ろう者への意思疎通支援の充実･強化、支援拠点整備

○ 手話による情報発信
知事会見ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ中継の手話通訳配置、県主催ｲﾍﾞﾝﾄ等の手話通訳等配置 等
→ 情報バリアフリー



むかしむかし 言語学的分類
（各論あり）

•伝統的手話
•中間手話
•日本語的手話

日本手話

日本語対応手話

手話言語

日本語の手話

「言語がちがう」こと コミュニケーション手段
の選択

手話言語

日本語
手話・指文字・触手話・
指点字・点字・文字
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